
 令和 　4   年 ５  月　9 　日

千代田都税事務所長　あて

特別徴収義務者

住所又は所在地 新宿区◆◆町１－１－１

　 株式会社　東京観光
代表取締役　東京 太郎

   

０3 ( ◆◆◆◆ ) １２３４

施　設

所　在　地 新宿区◆◆町１－１－１

　
東京ホテル

０3 ( ◆◆◆◆ ) １２３４

　　下記の理由により、宿泊税特別徴収義務者証票を紛失してしまったため、返還することが
　できません。

（理　由）

申告書を作成し証票を添付して提出しようと書庫を確認したと

ころ証票が紛失していた。

名　　称

電話番号

記

　令和４年４月２５日で当ホテルを廃業したため、壁面に掲

載していた証票を取り外し書庫に保管していた。本日、廃止の

宿泊税特別徴収義務者証票　紛失等届

氏名又は法人名

及び代表者名

連絡先電話番号

証　票　番　号 123456

記載例


